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議  題 １ 伊勢原市議会３月定例会市長追加提出議案等の説明について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆さん、おはようございます。コロナウイルスの影響

で、議会運営につきましても様々変更が生じているところでございますけれども、

皆様方の御理解、御協力によりまして、今日までやってくることができました。

感謝申し上げたいと思います。本日も引き続き慎重審議をお願いいたしまして、

御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、市長に御出席いただいておりますので、

御挨拶及び執行者側の説明をお願いいたします。 

○市長【髙山松太郎】  おはようございます。本議会３月定例会に当初提出い

たしました２０議案のうち、令和２年度予算６議案を除きます１４議案につきま

しては、２月２８日の本会議におきまして御審議いただき、いずれも原案どおり

可決いただきまして、ありがとうございました。また、今、議長からお話ありま

したように、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けまして、議会日程の変更

等、御配慮いただきましたことを感謝申し上げます。 

 それでは、３月定例会に追加提出させていただきます議案等のうち、人事案件

１件につきまして、私から御説明させていただきます。 

○議案第２２号 伊勢原市教育委員会教育長の任命について 

 議案書の１ページを御覧ください。教育長につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、当該地方公共団体の長の被

選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する者のうちか

ら、地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命することとされており、その任

期は、同法第５条第１項の規定により３年とされております。 

 このたび鍛代教育長の任期が、令和２年３月３１日をもって満了となります

が、引き続き教育長として任命いたしたいので、追加議案として提出させていた

だくものでございます。 

 鍛代教育長は、平成２９年４月１日以降、３年にわたり教育行政の発展に寄与

していただきました。今後も教育行政を取り巻く様々な環境の変化に適時、適切

に対応するとともに、本市における教育のさらなる発展のため、重要課題に積極

的に取り組んでいただけるものと確信いたしております。なお、鍛代教育長の略

歴につきましては、議案書の２ページに参考資料として記載してございます。 

 以上で、本議会３月定例会に追加提出いたします人事案件についての説明を終

了させていただきます。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま市長から説明がありました内容について、
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質疑等があればお伺いいたします。（「ありません」の声あり） 

 ここで、市長は所用がありますので、退席いたします。 

 

          〔市長（髙山松太郎）退席〕 

 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、総務部長から執行者側の議案説明をお願い

いたします。 

○総務部長【山室好正】  それでは、引き続きまして私から、３月定例会に追

加提出させていただきます補正予算１議案及び報告案件１件につきまして御説明

いたします。 

 初めに補正予算１議案につきまして御説明申し上げますので、クリーム色の表

紙の補正予算及び予算説明書の３ページを御覧ください。 

○議案第２１号 令和元年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に２億８８９５万

９０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３５０億４８００万８０００円とす

るものでございます。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けて御説明い

たします。 

 第２条繰越明許費の補正及び第３条地方債の補正につきましても、後ほど御説

明いたします。 

 それでは、初めに歳入歳出予算の補正につきまして、歳出予算の補正内容から

御説明いたします。２２ページ、２３ページを御覧ください。説明欄に沿って御

説明いたします。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費における戸籍住民基本台帳管理費１４０

４万６０００円の追加は、地方公共団体情報システム機構に対する個人番号カー

ド関連事務の委任に係る交付金について、不足を生じることとなった経費を追加

するものでございます。 

 次に、７款土木費、２項道路橋りょう費における交通安全施設整備事業費７２

００万円の追加は、市道１０９号線、４９１号線及び１１１４号線の小学校通学

路区間においてグリーンベルト設置工事を行うものでございます。 

 次に、９款教育費、２項小学校費及び３項中学校費における小学校情報教育推

進事業費１億３８２４万５０００円の追加及び中学校情報教育推進事業費６４６

６万８０００円の追加は、国が進めるＧＩＧＡスクール構想実現に向け、小中学

校の児童・生徒１人１台の学習用コンピューターを配置するため、校内ネットワ

ークの構築及びコンピューター用充電保管庫の設置など、小中学校１４校の環境

整備に係る所要の経費を計上するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきまして御説明いたします。２０ページ、

２１ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金における個人番号カード交付事業費等補助
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金１４０４万６０００円の追加につきましては、戸籍住民基本台帳管理費追加の

財源でございます。 

 次に、１５款、２項国庫補助金における防災・安全社会資本整備交付金道路事

業３９６０万円の追加及び２２款、１項市債における道路橋りょう整備事業債 

３２３０万円の追加は、それぞれ交通安全施設整備事業費追加の財源でございま

す。 

 次に、１５款、２項国庫補助金における小学校費補助金の学校情報通信ネット

ワーク環境施設整備費補助金６４８０万９０００円の計上及び２２款、１項市債

における小学校校内通信ネットワーク整備事業債７２２０万円の計上は、それぞ

れ小学校情報教育推進事業費追加の財源でございます。 

 次に、１５款、２項国庫補助金における中学校費補助金の学校情報通信ネット

ワーク環境施設整備費補助金３０６５万５０００円の計上及び２２款、１項市債

における中学校校内通信ネットワーク整備事業債３３５０万円の計上は、それぞ

れ中学校情報教育推進事業費追加の財源となります。 

 次に、１９款繰入金、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金１８４万 

９０００円の追加は、今回の補正予算に生じる一般財源の不足を調整するもので

ございます。 

 続きまして、繰越明許費の補正につきまして御説明いたしますので、１０ペー

ジを御覧ください。第２表繰越明許費補正は、このたび国の補正予算に採択され

ました事業について、年度内の完了が見込めないため、繰越明許費を追加あるい

は変更するものです。追加あるいは変更いたします繰越明許費は４億７８０７万

１０００円で、既定の繰越明許費と合わせた総額は１６億３１１０万６０００円

でございます。 

 続きまして、地方債につきまして御説明いたします。１２ページ、１３ページ

でございます。第３表地方債補正は、歳入における市債の補正に伴い、起債の限

度額を追加あるいは変更するもので、これにより追加あるいは変更いたします起

債限度額は１億３８００万円で、既定の起債限度額と合わせた総額は２４億９２

８０万円でございます。 

 なお、今回、国の補正予算に伴い所要の措置をした経費のうち、令和２年度予

算に計上しているものにつきましては、時期を見計らい、令和２年度予算から減

額させていただく議案を提出させていただく予定でございます。 

 次に、報告案件１件につきまして御説明申し上げます。議案書３ページを御覧

ください。 

○報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 強風による共同住宅フェンス損傷事故の損害賠償の額の決定及び和解について、

市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしましたので、地方自治

法の規定に基づき報告するものでございます。 
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 ４ページを御覧ください。事故の概要は、令和元年９月８日夜から９日朝まで

の間に発生いたしました台風第１５号の影響によりまして、伊勢原小学校校地内

に設置しておりましたごみ集積用物置２基が飛ばされ、学校北側の共同住宅のフ

ェンスに衝突し、その一部を損傷させたものでございます。本市と相手方の過失

割合は市側過失１００％であり、相手方フェンス修理費に係る本市賠償額は１６

万５０００円となります。なお、本市賠償額につきましては、保険により補塡さ

れます。 

 以上で、３月定例会に提出いたします議案等につきましての説明を終了させて

いただきます。 

 次に、伊勢原市議会６月定例会の招集期日につきまして御報告いたします。６

月定例会につきましては、令和２年６月５日金曜日に招集する予定でございます

ので、あらかじめ御承知おきくださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いいたします。（「ありません」の声あり） 

 以上で、執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項についてを議題とし、局長から内容を説明いたします。

局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、お配りしてございます議会運営委員

会議会側処理事項（３月１８日）を御覧ください。 

１ 令和２年度予算審査について 

 各常任委員会において、いずれも可決すべきものとの決定でございます。２５

日の本会議において、委員長報告の後、質疑、討論、採決を行うものでございま

す。 

２ 請願・陳情の受理状況について 

 新たな請願、陳情の提出はございません。 

３ 委員会所管事項調査について 

 各常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長から、それぞれの所管に属

する事項について、令和２年度中に先進都市の状況を調査したい旨の申出が議長

へございましたので、本会議においてお諮りするものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、議案の委員会付託についてを議題とし、事

務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、議案の付託表の案を配

布してございますので、御覧いただきたいと思います。先ほど執行者側から説明

のありました市長提出議案第２１号及び第２２号につきましては、付託省略する

ものでございます。 

 以上でございます。 



5 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。議案の委員会付託

については、配付した付託表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 なお、議案第２１号及び第２２号につきましては、２５日の本会議最終日に提

案説明、質疑、討論、採決を行います。 

 本日予定した案件は以上です。これをもちまして、本日の議会運営委員会を閉

会いたします。お疲れさまでした。 

 

午前９時４３分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和２年３月１８日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行 


